
一
四
首
都

二
我
が
国
の
首
都
に
つ
い
て
は
、
東
京
を
我
が
国
の
首
都
と
す
る
直
接
の
明
文
の
規
定
は
存
し
な
い
が
、
例
え
ば
、
①
首
都

圏
整
備
法
第
二
条
第
一
項
は
「
こ
の
法
律
で
「
首
都
圏
」
と
は
、
東
京
都
の
区
域
及
び
政
令
で
定
め
る
そ
の
周
辺
の
地
域
を

一
体
と
し
た
広
域
を
い
う
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
同
法
の
制
定
に
伴
い
、
同
法
に
実
質
的
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
（
旧
）
首
都
建
設
法
第
一
条
が
「
こ
の
法
律
は
、
東
京
都
を
新
し
く
我
が
平
和
国
家
の
首
都
と
し
て
十
分
に
そ
の

政
治
、
経
済
、
文
化
等
に
つ
い
て
の
機
能
を
発
揮
し
得
る
よ
う
計
画
し
、
建
設
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て

い
た
こ
と
を
受
け
つ
つ
、
首
都
圏
整
備
法
施
行
後
も
、
引
き
続
き
東
京
を
我
が
国
の
首
都
と
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し

た
趣
旨
と
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
②
首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
、
首
都
圏
の
既
成

市
街
地
に
お
け
る
工
業
等
の
制
限
に
関
す
る
法
律
、
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
等
の
首
都
圏
関
連
法
律
に
お
け
る
「
首
都
圏
」

も
、
首
都
圏
整
備
法
上
の
首
都
圏
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
も
ま
た
、
東
京
が
首
都
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
ほ
か
、
③
首
都
高
速
道
路
公
団
法
に
つ
い
て
も
、
そ
の
第
一
条
で
「
首
都
高
速
道
路
公
団

は
、
東
京
都
の
区
の
存
す
る
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
、
：
．
自
動
車
専
用
道
路
の
整
備
を
促
進
し
て
交
通
の
円

滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
首
都
の
機
能
の
維
持
及
び
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
首
都
と
い
う
用
語
を
法
律
上
用
い
て
い
る
現
行
の
関
係
法
律
は
、
国
法
上
、
東
京
が
我
が
国
の
首
都
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

一
首
都
と
い
う
用
語
は
、
一
般
に
は
、
中
央
政
府
（
又
は
国
の
元
首
）
の
所
在
す
る
都
市
を
指
す
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、

首
都
圏
整
備
法
等
の
現
行
法
上
の
「
首
都
」
と
い
う
用
語
も
、
明
確
な
定
義
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
通
常
の
用
例
を

首
都
圏
整
備
法
等
の
現
行
法
上
の
「
首
都
」
と
い

踏
ま
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

て

画
国
唖
】
首
都

L
（
二
口
メ
モ
）

－123－



（
注
１
）
首
都
建
設
法
（
昭
二
五
法
二
一
九
）
樫

三
一
年
六
月
九
日
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
は

（
注
２
）
首
都
建
設
法
第
一
二
条
は
、
「
東
京
都
の
区
域
に
よ
り
行
う
都
市
計
画
事
業
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
が
国
の
首
都
で

あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
建
設
省
、
運
輸
省
そ
の
他
そ
の
事
業
の
内
容
で
あ
る
事
項
を
主
管
す

る
行
政
官
庁
が
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
東
京
都
及
び
そ
の
区
域
内
の
関
係
地
方
公

共
団
体
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
、
東
京
都
が
首
都
で
あ
る
こ
と
を
法
文
上
明
示
し
て
い
た
。

（
注
３
）
立
法
、
行
政
、
司
法
の
三
権
と
の
関
係
で
は
、
国
会
及
び
内
閣
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
東
京
に
置
く
と
の
明
文
の
規

定
は
存
し
な
い
が
、
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
法
第
六
条
で
、
最
高
裁
判
所
を
東
京
に
置
く
と
の
規
定
が
あ
る
。

（
参
考
）

法
律
条
文
中
「
首
都
」
の
用
語
が
用
い
管

１
首
都
圏
整
備
法
（
昭
三
一
法
八
三
）

の
用
語
が
用
い
ら

6 5 4 3 2７
筑
波
研
究
学
園
都
市
建
設
法
（
昭
四
五
法
七
三
）

８
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
五
○
法
六
七
）

首
都
圏
、
近
畿
圏
壺

（
昭
四
一
法
一
○
四
）

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
三
三
法
九
八
）

首
都
圏
の
既
成
市
街
地
に
お
け
る
工
業
等
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
三
四
法
一
七
）

首
都
高
速
道
路
公
団
法
（
昭
三
四
法
一
三
三
）

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
（
昭
四
一
法
一
○
二

首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

鶴

れ
て
い
る
主
な
法
律

、
首
都
圏
整
備
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
の
施
行
さ
れ
た
昭
和

白
田
聖
囲
首
都
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（
国
会
答
弁
例
）

○
政
府
委
員
（
真
田
秀
夫
君
）
・
・
・
・
そ
れ
か
ら
東
京
が
首
都
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
法
令
上
の
根
拠
が
一
体
何
に
も
な
い

で
は
な
い
か
と
い
う
い
ま
お
話
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
首
都
圏
整
備
法
と
か
首
都
に
関
す
る
法
律
は
幾
つ
か
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の

中
に
は
、
東
京
都
の
区
の
存
す
る
区
域
は
首
都
圏
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
裁
判
所
法
の
条

文
を
ご
ら
ん
に
な
り
ま
す
と
、
最
高
裁
判
所
は
東
京
に
置
く
と
い
う
明
文
の
規
定
も
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
国
会
は
東
京
に
置

く
と
か
内
閣
は
東
京
に
置
く
と
い
う
規
定
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
東
京
が
日
本
の
首
都
で
あ
る
と
い
う
そ
う

い
う
確
信
は
、
こ
れ
は
日
本
国
民
だ
れ
も
が
疑
い
な
く
そ
う
信
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。

帰
咄
墹
艫
噸
騨
柵
竪
鐘
酒

○
国
務
大
臣
（
竹
下
登
君
）
い
わ
ゆ
る
首
都
機
能
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
首
都
と
い
う
も
の
の
定
義
は
何
ぞ
や
、

こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
常
識
的
に

諸
外
国
等
の
事
例
か
ら
考
え
ま
す
な
ら
ば
、
国
会
、
中
央
省
庁
、
こ
う
い
う
い
わ
ば
政
治
、
行
政
の
中
心
と
な
る
機
能
を
備
え

て
い
る
も
の
と
い
う
の
が
首
都
で
は
な
い
か
な
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
・
・
・
た
だ
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
や
っ
ぱ
り
今
度
は
、
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
い
や
展
都
だ
、
遷
都
だ
、
分
都
だ
、
い
ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
言
葉
の
整
理
も
逐
次
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
国
民
生
活
に
影
響
す
る
こ
と
が
余
り
に
も
大
き
い
問
題
で
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
今
軽
々
に
私
自
身
が
内
閣
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
首
都
移
転
を
も
含
め
た
計
画
を
考
え
て
お
り
ま
す
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
は
率
直
に
言
っ
て
い
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
環
境
と
い
う
も
の
が
ど
う
熟
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ

r，

團
首
都

～
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謬
窪
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許
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（
参
考
資
料
）

○
国
語
辞
典
に
お
け
る
星

仙
「
広
辞
苑
」
（
第
五
版
）

し
ゅ
－
と
【
首
都
】
そ
（

②
「
広
辞
苑
」
（
第
三
版
） そ
の
「
首

か
ら
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
終
始
し
な
が
ら
、
そ
の
問
題
と
関
連
な
く
、
都
区
部
に
存
在
す
る
必
然
性
の
な
い
も
の
の
移
転
と
か
、

分
散
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
に
力
を
い
た
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

側
「
学
研
国
語
大
辞
典
」
（
第
二
版
）

し
ゅ
Ｉ
と
【
首
都
】
そ
の
国
全
体
↑

そ
の
国
全
体
を

(3)○
三
権
が
複
数
の
都
市
に
分
散
し
て
い
る
諸
外
国
の
例
（
旧
国
土
庁
の
資
料
等
に
よ
る
。
）

・
ド
イ
ツ
・
・
・
・
（
立
法
・
行
政
）
ベ
ル
リ
ン
、
（
司
法
）
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ

・
ス
イ
ス
・
・
・
・
（
立
法
Ｊ
行
政
）
ベ
ル
ン
、
（
司
法
）
ロ
ー
ザ
ン
ヌ

・
南
ア
フ
リ
カ
：
（
立
法
）
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
、
（
行
政
）
プ
レ
ト
リ
ア
、
（
司
法
）
プ
レ
ー
ム
フ
ォ
ン
テ
ン

し
ゅ
ｌ
と
【
首
都
】
そ
の
国
の
中
央
政
府
が
置
か
れ
て
い
る
都
市
。
政
治
的
機
能
を
中
心
と
す
る
が
、
経
済
的
・
文
化
的
中

心
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
首
府
。
。
ｇ
倖
巴

し
ゅ
Ｉ
ふ
【
首
府
】
国
の
元
首
の
居
住
す
る
都
市
。
そ
の
国
の
中
央
政
府
が
お
か
れ
て
い
る
都
市
。
首
都
。

○

（
注
）
第
五
版
で
は
、
「
国
の
元
首
の
居
住
す
る
都
市
。
」
の
記
述
が
な
い
。

（
注
）
第
五
版
で
は
、
「
国
の
一
聖

「
講
談
社
日
本
語
大
辞
典
」
（
第
二
版
）

鐘

治
め
る
役
所
の
あ
る
都
市
。
首
府
。
「
日
本
の
Ｉ
は
東
京
」

国
の
中
央
政
府
の
あ
る
都
市
。

都
」

等
の
意
味

画
闘
脳
首
都

首
府
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別
紙
（
国
会
答
弁
）

第
一
ご
言二
回

○
東
京
都
か
ら
の
照
会
へ
の
回
答

な
お
、
内
閣
法
制
局
と
し
て
の
見
解
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
首
都
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
国
会
に
お
い
て
答

弁
さ
れ
た
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
参
考
ま
で
に
別
紙
を
送
付
い
た
し
ま
す
。

東
京
都
政
策
報
道
室
調
査
部
首
都
機
能
担
当
課
長
殿

内
閣
法
制
局
長
官
総
務
室
第
一
課
長

平
成
二
年
二
月
四
日
付
け
で
東
京
都
知
事
か
ら
内
閣
法
制
局
長
官
あ
て
に
送
付
さ
れ
た
質
問
状
に
つ
い
て
、
お
返
事

り
ま
せ
ん
。

し
ま
す
。

（
注
）
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
の
首
都
は
、
憲
法
上
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
（
憲
法
第
三
二
条
に
、
国
王
の
即
位
は
、
「
首
都
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
」
で
行
う
旨
規
定
し
て
い
る
。
）
で
あ
る
が
、
実
際
上
の
政
治
・
外
交
の
中
心
は
ハ
ー
グ
と
な
っ
て
い
る

（
実
際
上
の
王
宮
も
ス
ー
ス
ト
デ
イ
ク
と
ハ
ー
グ
と
な
っ
て
い
る
。
）
（
平
凡
社
「
世
界
大
百
科
事
典
」
一
九
八
八
年

版
等
に
よ
る
。
）
。

こ
れ
ま
で
、
首
都
の
定
義
に
つ
い
て
、
内
閣
法
制
局
と
し
て
、
各
省
に
見
解
を
示
し
た
り
、
国
会
で
答
弁
し
た
こ
と
は
あ

国
会
（
常
会
）

『）

■
胴
》
画
首
都

一

内
閣
法
制
局
総
発
第
一
七
四
号

平
成
一
一
年
一
一
月
二
五
日

(‐
（
二
口
メ
モ
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す
。

東
京
都
知
事
石
原
慎
太
郎

去
る
平
成
二
年
九
月
二
七
日
（
月
）
の
、
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
で
の
意
見
表
明
に
あ
た
り
、
事
前

に
委
員
長
宛
に
、
下
記
の
件
に
つ
い
て
文
書
質
問
を
致
し
ま
し
た
が
、
回
答
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
委
員
会
当
日
委
員
長
よ
り
「
法
制
局
へ
照
会
す
る
よ
う
に
」
と
の
ご
指
示
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
質
問
い
た
し
ま

一
・
首
都
と
は
何
か
。
首
都
の
定
義
を
示
さ
れ
た
い
。

内
閣
法
制
局
長
官
津
野
修
殿

「
○
国
務
大
臣
（
竹
下
登
君
）
い
わ
ゆ
る
首
都
機
能
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
首
都
と
い
う
も
の
の
定
義
は

何
ぞ
や
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
常
識
的
に
諸
外
国
等
の
事
例
か
ら
考
え
ま
す
な
ら
ば
、
国
会
、
中
央
省
庁
、
こ
う
い
う
い
わ
ば
政
治
、
行
政
の
中
心

と
な
る
機
能
を
備
え
て
い
る
も
の
と
い
う
の
が
首
都
で
は
な
い
か
な
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
」

参
議
院
土
地
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
昭
和
六
三
年
五
月
二
○
日
）
に
お
け
る
下
条
進
一
郎
委
員
の
質
疑
に
対

す
る
竹
下
登
内
閣
総
理
大
臣
答
弁

鞠

記

■
国
恥
凹
首
都

‐

｛
班
脈
捌
淵
蝿
淵
一
一
一
服
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